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議 題 

 

 

1. 事前説明 

(１) 事前説明第１号 

加古川市都市計画の基本方針の変更（素案）について（加古川市策定） 

(２) 事前説明第２号 

加古川市立地適正化計画の策定（素案）について（加古川市策定） 

2. 報告 

(１) 報告第１号 

加古川市用途地域等の見直しについて 
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令和４年度 第１回 加古川市都市計画審議会 議事録 

開催日時及び場所 
日時：令和４年７月14日（木）午前10時から午前11時20分まで 

場所：加古川市役所 議場棟 協議会室 

出席した委員 欠席した委員 出席した事務局及び担当課等の職員 

三輪 康一  都市計画部 次長 稲岡 直樹 

安枝 英俊  
都市計画部参事 

兼都市計画課長 
藤原 秀一 

八木 景子  都市計画課 副課長 松尾 好起 

 藤本  毅 
都市計画課 

土地利用担当副課長 
長永 大輔 

 加茂 保明 
都市計画課 

地域計画係長 
東口 智彦 

白石 信一  
都市計画課 

地域計画係 主査 
朝倉 隆介 

岡田 妙子  
都市計画課 

都市計画係 技師 
坂本 愛美 

山本 賢吾  
都市計画課 

地域計画係 技手 
駒井 大輝 

谷 真康    

柘植 厚人  
政策企画課 
加古川駅周辺まちづくり推進担当副課長 

島田 英山 

山田 拓也  
政策企画課 
加古川駅周辺まちづくり推進担当係長 

守安 佑太 

代理：加古川土木事務所 

松尾まちづくり参事 
上田 英則 まちづくり指導課 課長 塩見 覚司 

代理：兵庫県加古川警察署 

寺谷交通第１課長 

 

大石 洋己 まちづくり指導課 副課長 衣笠 圭一 

    

出席した幹事 欠席した幹事 

防災部長 平田 喜昭   

代理：企画部次長 鹿間 隆泰 企画部長 中田 直文 

総務部長 北村  順   

産業経済部長 田渕 和也   

代理：建築担当部長 糀谷 和也 建設部長 中務 裕文 

都市計画部長 谷川 敏康   

傍聴人 

なし    
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【議事録】 
 

〇開会 

司会者： 

＜開会の挨拶＞ 

 

〇委員紹介 

司会者： 

＜委員紹介＞ 
 

〇会長及び会長代理の選出について 

司会者： 

それでは、本日の議事に入ってまいりたいと存じます。 

  まず初めに「会長及び会長代理の選出について」でございます。 

本日は、学識経験者の委員の皆様が令和４年度に新しく委嘱されておりますので、加古川市都

市計画審議会条例第４条第１項の「審議会に会長を置き、第２条第１項第１号の学識経験者の委

員のうちから、委員の選挙によって定める」との規定に基づきまして、会長の選出をお願いした

いと存じます。 

選挙の方法としては、投票と指名推薦の方法がございますが、いかが取り計らえばよろしいで

しょうか。 

ご意見がございましたらお願いします。 

 

委 員： 

三輪委員にお願いしたいと思います。 

 

司会者： 

ただ今指名推薦ということで、会長に三輪委員とのご意見がございましたが、いかがでしょう

か。 

よろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

司会者： 

それでは、全会一致でご承認いただきましたので、三輪委員に会長をお願いいたします。 

   三輪会長は、会長席へお移りいただけますでしょうか。 

 

（三輪会長、会長席へ移動） 

 

司会者： 

それでは、ここで三輪会長より、ごあいさつをいただきたく存じます。 

 

会 長： 

＜会長就任の挨拶＞ 

 

〇会長代理の指名 

会 長： 

まず、加古川市都市計画審議会条例第４条第３項に規定されている「会長代理」ですが、安枝

委員を指名いたします。 
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安枝委員よろしくお願いいたします。 

 

〇議事録署名委員の指名 

会 長： 

続いて、審議に入ります前に、加古川市都市計画審議会等運営規程第４条第２項の規定により、

議事録署名委員の指名を行います。 

今回は安枝委員と山本委員にお願いいたします。 

後日、事務局が本日の議事録をお持ちいたしますので、その際には、内容をご確認いただき、

ご署名をお願いいたします。 

 

〇非公開の宣言 

会 長： 

次に、本日の審議会は、「加古川市都市計画審議会等運営規程第２条第１項」の規定により、事

前説明ならびに報告については、今後ご意見等を踏まえて検討を加えていくべき内容ですので、

同項ただし書きの規定により非公開といたします。 

 

〇審議 

会 長： 

それでは、本日の会議でご審議いただく内容でございますが、議案書の会議次第のとおり、合

計３件となっております。 

委員の皆様には、慎重かつ活発な審議をいただきますようお願いいたします。 

 

〇事前説明第１号 

 

（加古川市都市計画審議会等運営規程第２条第１項の規定により非公開） 

 

〇事前説明第２号 

 

（加古川市都市計画審議会等運営規程第２条第１項の規定により非公開） 

 

〇報告第１号 

 

（加古川市都市計画審議会等運営規程第２条第１項の規定により非公開） 

 

〇連絡事項 

事務局： 

＜事務連絡＞ 

 

〇閉会 

会 長： 

＜閉会の挨拶＞ 

 


